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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
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【公開番号】特開2016-103678(P2016-103678A)
【公開日】平成28年6月2日(2016.6.2)
【年通号数】公開・登録公報2016-034
【出願番号】特願2014-239853(P2014-239853)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月27日(2017.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビットマップ形式の画像データに含まれるグレイの画素を黒単色化する画像処理装置で
あって、
　前記画像データにおける注目画素について、エッジを構成する画素であるか否かを判定
し、エッジを構成する画素であると判定された注目画素の近傍に存在する、当該注目画素
とは異色の近傍画素を検出する検出手段と、
　前記検出された近傍画素からの距離に基づいて、前記エッジを構成する画素である前記
注目画素に対するＵＣＲ処理の割合を決定する決定手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段で決定される前記エッジを構成する画素である注目画素に対する前記ＵＣ
Ｒ処理の割合は、前記検出された近傍画素からの距離が短ければ短い程、高くなることを
特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記検出手段は、注目画素を中心とした所定領域内において、当該注目画素と同じ色の
画素数が所定の閾値より多く、当該注目画素と類似の色の画素数が所定の閾値より少なく
、当該注目画素と異なる色の画素数が所定の閾値より多い場合に、当該注目画素をエッジ
を構成する画素と決定し、前記近傍画素を検出することを特徴とする請求項１又は２に記
載の画像処理装置。
【請求項４】
　画像内の無彩色の注目画素における複数の色成分のうち少なくとも一つの色成分の値が
所定値以上異なる、当該注目画素の近傍に存在する近傍画素を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された前記近傍画素の位置に基づいて、前記注目画素に対するＵＣ
Ｒ量を決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定されたＵＣＲ量に基づき、前記注目画素に対してＵＣＲ処理
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を行う処理手段と、
を有し、
　前記画像の画素は、ＣＭＹＫの色成分を持ち、
　前記ＵＣＲ処理では、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ成分の値を減少させ、Ｋ成
分の値を増加させる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記注目画素と前記検出された近傍画素との間に存在する画素数が少
ないほど、前記注目画素に対するＵＣＲ量を大きくすることを特徴とする請求項４に記載
の画像処理装置。
【請求項６】
　前記決定手段で決定されるＵＣＲ量は、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ色成を、
Ｋ成分に置き換える量であることを特徴とする請求項４又は５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記注目画素は、その近傍画素との間に存在する画素の数が閾値以下の画素であり、前
記ＵＣＲ処理後にＣ＝Ｍ＝Ｙ＝０の画素値を持つ、ことを特徴とする請求項４又は５のい
ずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　画像内の無彩色の注目画素における複数の色成分のうち少なくとも一つの色成分の値が
所定値以上異なる、当該注目画素の近傍に存在する近傍画素を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで検出された前記近傍画素の位置に基づいて、前記注目画素に対する
ＵＣＲ量を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップで決定されたＵＣＲ量に基づき、前記注目画素に対してＵＣＲ処理を
行う処理ステップと、
を含み、
　前記画像の画素は、ＣＭＹＫの色成分を持ち、
　前記ＵＣＲ処理では、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ成分の値を減少させ、Ｋ成
分の値を増加させる
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項９】
　画像内の無彩色の注目画素における複数の色成分のうち少なくとも一つの色成分の値が
所定値以上異なる、当該注目画素の近傍に存在する近傍画素を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された前記近傍画素の濃度に基づいて、前記注目画素に対するＵＣ
Ｒ量を決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定されたＵＣＲ量に基づき、前記注目画素に対してＵＣＲ処理
を行う処理手段と、
を有し、
　前記画像の画素は、ＣＭＹＫの色成分を持ち、
　前記ＵＣＲ処理では、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ成分の値を減少させ、Ｋ成
分の値を増加させる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　前記検出された近傍画素の濃度が所定濃度以上である場合、前記決定手段で決定される
ＵＣＲ量はゼロになることを特徴とする請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記検出された近傍画素の濃度が所定濃度以下である場合、前記検出された近傍画素の
濃度が高いほど、前記決定手段で決定されるＵＣＲ量が小さくなることを特徴とする請求
項９に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記決定手段で決定されるＵＣＲ量は、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ色成を、
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Ｋ成分に置き換える量であることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の
画像処理装置。
【請求項１３】
　画像内の無彩色の注目画素における複数の色成分のうち少なくとも一つの色成分の値が
所定値以上異なる、当該注目画素の近傍に存在する近傍画素を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで検出された前記近傍画素の濃度に基づいて、前記注目画素に対する
ＵＣＲ量を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップで決定されたＵＣＲ量に基づき、前記注目画素に対してＵＣＲ処理を
行う処理ステップと、
を含み、
　前記画像の画素は、ＣＭＹＫの色成分を持ち、
　前記ＵＣＲ処理では、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ成分の値を減少させ、Ｋ成
分の値を増加させる
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１４】
　前記検出された近傍画素の濃度が所定濃度以上である場合、前記決定手段で決定される
ＵＣＲ量はゼロになることを特徴とする請求項１３に記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記検出された近傍画素の濃度が所定濃度以下である場合、前記検出された近傍画素の
濃度が高いほど、前記決定手段で決定されるＵＣＲ量が小さくなることを特徴とする請求
項１３に記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　前記決定ステップで決定されるＵＣＲ量は、前記注目画素のＣ成分、Ｍ成分及びＹ色成
を、Ｋ成分に置き換える量であることを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか１項に
記載の画像処理方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、請求項１乃至７又は９乃至１２の何れか１項に記載の画像処理装置と
して機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明に係る画像処理装置は、ビットマップ形式の画像データに含まれるグレイの画素
を黒単色化する画像処理装置であって、前記画像データにおける注目画素について、エッ
ジを構成する画素であるか否かを判定し、エッジを構成する画素であると判定された注目
画素の近傍に存在する、当該注目画素とは異色の近傍画素を検出する検出手段と、前記検
出された近傍画素からの距離に基づいて、前記エッジを構成する画素である前記注目画素
に対するＵＣＲ処理の割合を決定する決定手段と、を有することを特徴とする。
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